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 生産から出荷に至るまでの農業生産の各段階におい

て、環境負荷を低減し、安全な農産物を生産するため、

生産・出荷組織や法人等の大規模農家を主な対象に「愛

知県農産物環境安全推進マニュアル※」を始めとした

ＧＡＰ手法※の導入を進めるとともに、たい肥などによ

る土づくりを行い化学肥料や農薬の使用を低減するエ

コファーマー※を育成し、市町村、農業団体、消費者団

体、流通関係団体などと連携を図りながら、環境と安全

に配慮した農業を推進します。 

アクション 

１ 

 

● 「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」等のＧＡＰ手法を県内の生産・

出荷組織や法人等の大規模農家へ導入推進します。 

● 施肥基準※・有機質資材施用基準※に基づく資材の適正施用を推進します。

● 環境保全型農業※技術を開発します。 

● 農業用使用済プラスチックの適正処理を図ります。 

● 環境保全型農業の重要な担い手となるエコファーマーを認定・支援しま

す。 

● 生産者に対し、放射性物質の暫定許容値を超過していない肥料等を適切に

使用するよう指導します。 

アクションプランの施策項目

部会全員がエコファーマー 

GAP 手法の導入で安全・安心をアピール 
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● 畜産農家への立入検査を計画的に実施し、「飼養衛生管理基準」遵守の徹

底を図ります。 

● 養鶏農家に対し、サルモネラ汚染防止対策技術（鶏卵のサルモネラ総合

対策指針※）の普及を図ります。 

● 農場段階で発生する 24 か月齢以上の死亡牛について、ＢＳＥの検査を

実施します。 

● 養鶏農家などにおいて定期的な鳥インフルエンザの検査を実施します。 

 
アクション 

２ 

 

 

畜産農家への立入検査を計画的に実施し、「飼養

衛生管理基準※」遵守の徹底を図り、生産現場での

衛生管理状況を監視するとともに、家畜伝染病の発

生を予防し、安全な畜産物の生産を推進します。 

また、農家で飼育されている家畜や家きんについ

て、ＢＳＥ及び鳥インフルエンザの検査を実施し、

家畜疾病の監視や情報提供を行います。 衛生管理状況の監視対象の生産現場

（酪農農家） 

死亡牛のＢＳＥ検査 
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 きのこ生産者に対する技術指導や生産に関する情報提供を行

うことにより、消費者に安全なきのこが提供できるよう食の安

全確保に努めます。 

アクション 

３ 

 

● 新規参入者を含む生産者を対象として、安全で質の高いきのこを生産する

ための栽培・品質管理に関する技術を指導します。 

● 消費者がきのこを購入する際の参考として表示が義務付けられている「栽

培方法」を適切に表示するよう指導します。 

● きのこ生産者団体の開催する技術研修会等の支援をします。 

● 県産きのこ展示ＰＲ会等において、きのこの安全・安心に関するパンフレ

ットを配布します。 

● 生産者に対し、放射性物質の指標値を超過していない生産用資材を適切に

使用するよう指導します。 

 

様々な種類のきのこ

菌床しいたけ 

原木しいたけ 
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● 伊勢湾・三河湾において、貝毒の原因となるプランクトンの発生状況を

定期的に調査します。 

● 貝毒発生の可能性のある時期には、貝毒検査を行います。 

● プランクトン調査や貝毒検査の結果については、県ホームページで迅速

に公開します。 

● 漁業者団体に対して、必要に応じて貝毒の自主検査を行うよう指導しま

す。 

● 国が定める規制値を超える貝毒が検出された場合には、これらの貝類が

出荷されないよう、漁業者や流通業者に対して出荷自主規制を指導すると

ともに、県民の皆様に迅速に情報提供し、潮干狩りなどの自粛を要請しま

す。 

 

アクション

４ 

 
 

二枚貝類の貝毒※の発生状況を監視し、安全な貝類

が出荷されるよう生産者を指導します。また、検査結

果の公開により県産の貝類を安心して食べていただ

けるよう努めます。 

三河湾産のあさり 

採貝漁業の操業風景 
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農薬取締法※に基づき、農薬販売者及び農薬使

用者に対して立入検査を行い、農薬取締法の周

知徹底を図るなど、農薬の適正販売・使用の指

導を行い、安全・安心な農産物の供給と環境保

全の確保に努めます。 

 農薬の適正使用には、一定数の農薬の登録は

不可欠であるため、登録農薬※の少ない地域特産

作物についての農薬登録拡大試験※を実施しま

す。 

アクション 

５ 

 

● 農薬の適正販売・使用を徹底するため、農薬危害防止運動を実施します。

● 農薬安全使用対策講習会や農薬危害防止のための講習会を開催し、迅速な

農薬情報の提供に努めます。 

● 農薬販売者及び農薬使用者に農薬の適正販売・使用の指導を行います。 

● 農薬取締職員による立入検査を強化します。 

● 農薬管理指導士※を養成します。 

● 地域特産作物の農薬登録拡大試験などを進めます。 

 

農薬販売者に対する立入検査 

農薬安全使用に関する講習会 
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● 飼料製造業者、動物用医薬品販売業者、飼育動物診療施設、畜産農家を

対象に、県が立入調査を行い、適正な飼料製造、表示、給与や動物用医

薬品の販売、使用などについて確認します。 

● 畜産農家に対して、飼料安全法や薬事法に沿った適正な動物用医薬品・

飼料等の使用・保管を指導します。 

● 魚類の養殖現場を巡回し、水産用医薬品の適正な使用を指導します。 

● 養殖魚の水産用医薬品の残留確認を行います。 

● 生産者や飼料販売業者等に対し、放射性物質の暫定許容値を超過してい

ない原料や資材を適切に使用するよう指導します。 

 

アクション

６ 

 

 

 
飼料添加物などを含む飼料の製造、表

示、給与や動物用医薬品及び水産用医薬品の

使用の規制は法に定められた事項であり、法

を遵守した飼料の製造、表示、流通、給与及

び動物用医薬品などの販売、使用についての

指導を行い、安全な農水産物の生産を確保し

ます。 うなぎの生産現場 

法に基づく適正な飼料管理状況 
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農業総合試験場において、病害虫抵抗性品種や

耕種的防除法※により、農薬の使用量を削減できる

技術を開発します。また、食品や農作物中の残留

農薬を迅速・正確に分析する技術などを開発しま

す。 

アクション 

７ 

 

● 害虫や病気に強く、栽培安定性に優れた、高品質・良食味な水稲、トマト

などの品種を開発します。 

● 難防除害虫等の生態解明を行い、ＩＰＭ※の概念に基づいた化学農薬に依

存しない防除技術の開発に取り組みます。 

● 効率的な防除を実施するため、病害虫の診断や感染の有無を短時間で簡易

に検出する技術を開発します。 

● アミノ酸や酵素等を用いた無投薬飼育による安全で安定した鶏肉の生産

技術を開発します。 

● 迅速で精度の高い農産物・環境中残留農薬検査技術を開発します。 

 

 

 

 

 

粘着板による害虫捕殺 

いもち病抵抗性品種(右) 

残留農薬の分析 
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● 米については、ＪＡＳ法※に基づく食品表示遵守状況調査や食品表示

１１０番※通報に伴う調査指導に併せて、法の適用を受ける事業者に対しパ

ンフレットや資材を用いて啓発します。 

● 畜産物については、牛・豚・家きんでのトレーサビリティシステムを普及

推進するため、生産者団体による効果的な導入・運用の取組を支援します。

● 農産物については、ＪＡグループ愛知が開発導入している生産履歴管理シ

ステムを活用しており、その効果的な運用のため栽培管理記帳※の普及啓発

活動を支援していきます。 

アクション 

８ 

 

 

 
農畜産物が、いつ、どこで、どのように生産・流通さ

れたか消費者が把握できる仕組み＝トレーサビリティシ

ステム※を生産者及び生産者団体が円滑に導入できるよう支援していきます。 

米については、米トレーサビリティ法※により、米の取引等の記録・保存が義務づけられた

のみならず、事業者及び一般消費者への産地情報の伝達が義務づけられました。 

これらの義務違反には罰則も伴うため、県内の事業者がこのことを正しく認識し、法の正し

い運用に努めていただくために、本県としては法の啓発に努めていきます。 

牛肉については、システムの導入・運用が法律で規定されているため、適正に運用されるよ

う啓発していきます。 

その他の農畜産物については法律による義務はありませんが、食の安心の確保のためシステ

ムの導入・運用や、普及啓発活動などを支援していきます。 

牛のトレーサビリティシステム 

（個体識別耳標の装着） 

情報の入ったバーコ

ードシールを貼付 
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食品の取扱いの不備による食中毒や異物混入などの事故を

未然に防止するため、食品の安全性を確保する上で、最も効果

的かつ効率的な手法である HACCP※（危害分析重要管理点）の

導入を推進するなど、食品営業者の自主管理体制を確立するこ

とにより、食の安全確保に努めます。 

アクション 

９ 

 

● HACCP の考え方に基づく自主管理が確立できた食品営業施設に対し認定

を行う、「愛知県 HACCP 導入施設認定制度※」を導入し、関係業界全体の食

品衛生水準の向上を図っていきます。 

● 中小規模の食品営業施設において、食品の安全性を確保するために必要

な措置（いわゆるリスク管理）が適切に講じられるよう、リスク管理を推

進する「食のリスク管理サポート事業※」を実施します。 

● 保健所及び食品衛生検査所において、食品営業者などを対象とした食品

衛生教育講習会を実施します。 

● 社団法人愛知県食品衛生協会に委託し、食品衛生責任者※養成講習会及び

再講習会を実施します。 

 

 

 

ふきとり検査等、自主的な衛生検査

の実施済証 

愛知県 HACCP 認定マーク 
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●「知の拠点重点研究プロジェクト※」において、食品中の固形異物（虫、

髪の毛等）、有害化学物質、微生物（食中毒原因菌）を高精度で迅速かつ

安価に検出できる計測装置及び計測技術の開発に取り組みます。 

● 技術講習会を開催し、食品関連の最新の情報提供を行います。 

● 技術相談・指導や依頼試験を通じて、食品関連企業の技術力向上を図り

ます。 

アクション

10
 

 

 
「知の拠点」の中核をなすあいち産業科学技術総合センター 

で実施する「重点研究プロジェクト」において、食品検査技術 

に関する産学行政の共同研究開発に取り組みます。 

また、同センターにおける技術講習会の開催、技術相談・指導や依頼試験を通じて、食品

製造業者の技術の高度化、新分野への進出等を支援します。 

食品関連企業からの技術相談 

技術講習会の開催 


